
第１０３回安来市議会定例会 

（令和６年・令和７年） 

１１月開会会議議案 

 

（条例関係）説明資料 
 

 

番号 議案名 ページ 

議第１号 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例制定について 
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議
第
１
号
 

 
 

 
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て

 
説
明
資
料

 
市
民
生
活
部
市
民
課

 

第
１
条
関
係
（
安
来
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
）

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
（

 
 
 
 
改
正
部
分
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前
 

第
1
0条

 
市
長
は
、
世
帯
主
が
法
第

9
条
第

1項
若
し
く
は
第

5項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ

ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
場
合

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
に
お
い
て
は
そ
の
者

に
対
し

10
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

 

第
1
0条

 
市
長
は
、
世
帯
主
が
法
第

9
条
第

1項
若
し
く
は
第
9項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ

ず
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
場
合
又
は
、
同
条
第

3
項
若
し
く
は
第

4
項
の
規
定
に

よ
り
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
者

に
対
し

10
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。

 

 第
２
条
関
係
（
安
来
市
福
祉
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
改
正
）

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
（

 
 
 
 
改
正
部
分
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後
 

改
 

 
 
正

 
 

 
前
 

(
医
療
証
等
の
提
示

) 
(
医
療
証
等
の
提
示

) 

第
7条

 
福
祉
医
療
対
象
者
は
、
療
養
又
は
医
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
療
養

又
は
医
療
を
受
け
る
医
療
機
関
等
に
対
し
て
、
社
会
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
電
子
資

格
確
認
等
に
よ
り
被
保
険
者
等
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
た
上
、
医
療
証
等
を
提
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
7条

 
福
祉
医
療
対
象
者
は
、
療
養
又
は
医
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
療
養

又
は
医
療
を
受
け
る
医
療
機
関
等
に
対
し
て
医
療
保
険
証
等
と
と
も
に

  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
医
療
証
等
を
提
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 第
３
条
関
係
（
安
来
市
子
ど
も
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
改
正
）

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
（

 
 
 
 
改
正
部
分
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後
 

改
 

 
 
正

 
 

 
前
 

(
資
格
証
の
提
示

) 
(
資
格
証
の
提
示

) 

第
5条

 
被
保
険
者
等
は
、
第

2条
第
1
項
第

1号
に
規
定
す
る
者
が
療
養
又
は
医
療
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
医
療
機
関
等
に
対
し
て
、
社
会
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る

電
子
資
格
確
認
等
に
よ
り
被
保
険
者
等
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
た
上
、
資
格
証
を

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
5条

 
被
保
険
者
等
は
、
第

2条
第

1
項
第

1号
に
規
定
す
る
者
が
療
養
又
は
医
療
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
医
療
機
関
等
に
対
し
て
、
社
会
保
険
各
法
に
定
め
る
保
険

証
と
と
も
に

 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
 
資
格
証
を

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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